
リスク情報管理 事務部長，総務課長，学生課長 

情報を集約し，校長に報告，リスク管理室と連携及び緊急事態の

初期対応を行う。 

↓ 

リスク管理室 校長，教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長，

校長補佐，事務部長，総務課長，学生課長 

 発現したリスクについて検討・協議し，対応を行う。 

学生の保護者 

担任，顧
問，友人，
上司，先
輩，その
他，相談
された者 

いじめ対策委員会 
 

調査小委員会による調査等によ

り事実確認を行う。 

校長（不在の場合

は副校長，校長補

佐）の指示によ

り，即時対応 

報告 

キャンパス・ハラスメント 

防止等委員会 

調査小委員会による調査等に

より事実確認を行う。 

各担当等とリスク管理室

との連携により対応 
  

各担当等で対応 

厚生補導委

員会により

懲戒処分等

を検討する。 

機構教職員懲戒規則に基づく

懲戒審査委員会又は訓告等審

査委員会により処分を決定す

る。（懲戒処分の決定に当たっ

ては理事長の協議が必要。） 

学生同士のいじめ案件の場合 
学生同士のいじめ以外のキャン
パス・ハラスメント案件の場合 委員会を設置しない場合 

 

 

 

生命に関わるような緊急事態 

学校はいじめ

の事実の有無

の確認結果を

理事長に報告

する。 

校長は懲戒処分に該当する可

能性のある案件が生じた場合

は速やかに理事長に連絡する。 

懲戒処分に該当す

る可能性のある案

件が生じた場合は

厚生補導委員会に

報告する。 

教職員 

 

相談員へ直接相談 

被害を直

接見聞き

した者 

相談しや
すい人に
相談 

被害者の意思を確認して相談 

ただし，被害が重大で迅速な対応が必要 

な場合，被害者の意思に関わらず相談 

相談窓口への相談について 

・最も相談しやすい相談員を選択

できます。 

・相談された者や被害を直接見聞

きした者でも相談できます。 

・付添人を同席できます。 

・納得がいかない場合は，別の相

談員に相談できます。 

学生 

＜いじめ、キャンパス・ハラスメント相談対応流れ図＞   別紙 

 

 

 


